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特定非営利橋勁法人ブンブンマート
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1 「氏名」、「住所又は居所」、醐 の細 は、全ての役員について謂織する。

2 「氏名」、「住所又lttF‐デr」 のl関には、住民票によって証された氏名、住所又は居所を記織する。

3 岳報醐の細 の欄には、定款の定めに従t爛 を受ける役員には「有」、'事醐lを受けない役員には「無〕

名記入する。                               
｀

4 役員総数に紺するキR爵軒を受ける役貝雛 (「幸風酬ゆ稗彎 欄の「有」の数)の割合は、3分の1以下でなけれ

ばならない (法第2条第2項第1号口)。

5 戦目名簿には、住民基本白帳法の適用を受ける者にあって腱住最塞を撮紺する。外国人であつて郷本に住民

票がない者は、住所又t制晉所を証する権限のある管公審 (タト国の政騨う が発給する文書を添付する。なお、

その文書が公園認で侑誠されているときは、翻訳者を明ら力引こした訳文も■緒に添付する。


